
令和８年度　第１回　立木公売の公告

入札日時　令和８年６月２５日（木）

 　　　　　　　　　　　　午前  9時30分　受付開始
 　　　　　　　　　　　　午前10時00分　締切　即時開札

　　　別紙「立木公売の公告」のとおり、立木の資格付一般競争入札を施行します

　　　ので、添付の「入札条件」も併せてご確認のうえ、入札にご参加ください。

岩手南部森林管理署

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　〒023－0853

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手県奥州市水沢東上野町12番17号

　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　0197－24－2131

　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　Ｐ　　050－3160－5920



立 木 公 売 の 公 告

（令和８年度 第１回）

1　入札及び開札の日時 8　代金の延納

　　令和８年６月２５日　9時30分受付開始　10時00分締め切り、即時開札    (1)　延納期間は、法令の定める範囲内とします。

2　入札及び開札の場所    (2)　延納利息は、法令の定めにより1.70％とします。

　　岩手南部森林管理署　入札場    (3)　延納担保の提供期間は、契約締結の日から起算して20日以内とします。

3　現地案内 9　特約条項及び特記事項

　　別紙日程表のとおり    (1)　全物件に該当するものは、別紙共通特記事項のとおり。

4　公売物件    (2)　個別物件に該当するものは、公売物件明細書のとおり。

　 (1)  物件所在地、種類、樹種、数量、売払番号、搬出期間は、別紙公売物件明細書    (3)　別紙「主伐時における伐採・搬出指針」及び、「森林作業道及び集材路・土場

      及び公売物件一覧表のとおりです。 　　　作設特記仕様書（立木販売）」を遵守してください。

   (2)  各物件の林齢は内部記録に基づき参考として表示したものであり、実際の林齢 10　適格請求書（インボイス）の交付

　　　とは必ずしも合致しない場合もありますのでご承知おきください。 　　インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることと

   (3)　引渡期間は代金納入の日又は延納担保提供の日から起算して15日以内とします。 　し、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額

5　郵便入札 　は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、入札書に記載された金額

   (1)　郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、内封筒には入札書、外封筒には 　に対する割合は、別紙「インボイス交付対象比率」のとおりになります。入札に際し、

      資格付一般競争参加資格確認通知書の写し又は最寄りの森林管理局長発行の入札 　注意願います。

      参加資格証明書を入れ、書留郵便又は配達証明郵便により入札前日の17時00分ま 11　入札条件等

      でに必着とします。指定日時までに到着しない場合は無効となります。 　　この入札に参加する者は、「国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び

   (2)　送付先は次のとおり 　契約約款」並びに入札条件等を熟覧のうえ入札願います。

       郵便番号　　023-0853 　　詳細は、東北森林管理局又は当署のホームページに掲載されているほか、下記の担

　　　 住　　所　　岩手県奥州市水沢東上野町12番17号 　当へ問い合わせ願います。

       宛　　名　　岩手南部森林管理署長

　　　　　　　　　(入札書在中と朱書きしてください。) 　　　　岩手県奥州市水沢東上野町12番17号

   (3)　郵便入札の場合は、不落の場合に直ちに行われる再度入札に参加できません。 　　　　岩手南部森林管理署　業務グループ　経営担当

6　契約の締結期限 　　　　〔問い合わせ先〕　　電話番号　　　0197-24-2131

　　落札決定の日から起算して、20日以内とします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　ＩＰ　　　  　　050-3160-5920

7　代金の納入期限 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年５月25日

　　契約締結の日から起算して、20日以内とします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分任契約担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手南部森林管理署長　 浜浦　武昭































































松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針 
 

（平成 21 年 4 月 16 日森整第  65 号） 

（改正 平成 22 年 3 月 17 日森整第 970 号） 

（改正 平成 23 年 2 月 18 日森整第 842 号） 

（改正 平成 24 年 4 月 13 日森整第  52 号） 

（改正 平成 26 年 2 月 20 日森整第 768 号） 

（改正 平成 27 年 3 月 3 日森整第 799 号） 

（改正 令和５年２月 27 日森整第 745 号） 

（改正 令和８年４月１日森整第 110 号） 

 

 

１ 趣 旨 

松くい虫被害の拡大防止を図り、健全なアカマツ林を造成するため、「岩手県松

くい虫被害対策推進大綱」による総合的な被害対策を推進するとともに、この指針

に基づき、アカマツ林の除間伐及び主伐並びに土木工事等におけるアカマツ支障木

伐採等の適正な伐採施業について指導するものである。 

 

２ 地域区分 

松くい虫被害（マツ材線虫病）の発生状況及びマツノマダラカミキリの生息分布

状況を勘案し、次のとおり地域区分を行う。 

 
 

地 域 名     
 

 

指  定  要  件 
 

 

地 域 の 範 囲 
 

 

 

 

被害地域 

 

 
 

 

松くい虫被害（マツ材線虫病）

が継続して発生している地域。 

ただし、標高おおむね 500ｍ以

上を除くものとする。 
 

 

盛岡市、滝沢市、矢巾町、 

紫波町、花巻市、北上市、奥州市、

金ケ崎町、一関市、平泉町、 

大船渡市、陸前高田市、住田町、 

遠野市、一戸町 

 

 

 

周辺地域 
 

 

被害地域に接する地域で、マツ

ノマダラカミキリの生息が確認さ

れるなど警戒を要する地域。 

ただし、標高おおむね 500ｍ以

上を除くものとする。 

 

 

そ の 他 

の 地 域 
 

 

上記以外の地域。 

 
 

 

上記以外の市町村 

 
 

  



３ 施業指針 

地域区分別の施業指針は、次のとおりとする。 

なお、この指針は主伐と搬出間伐を基本としている。切り捨てした除間伐木については、本

表の残材と同じ処理をする。 

地域名 伐採時期 
処   理   方   法 

備  考 
造材丸太 残  材 枝  条 

被害地域 

 

及び 

 

周辺地域 

 

 

 

 

 

4月 

～5月 

6 月に入る前に

林外に搬出する

こと。 

 剥皮、焼却、林

外搬出処分、薬剤

散布又は破砕する

こと。 

焼却、林外搬出処

分、薬剤散布又は破

砕すること。 

ただし、最大径 3cm

以下のものは放置し

てもよい。 

薬剤散布はなるべく避

け、散布する場合は県

の指導を受けること。 

破砕は、チッパーによ

り行い、厚さ15mm以下

とすること。 

6月 

～9月 

伐採を避けること。 

やむを得ず伐採する場合は、所管する広域振興局林務部、農

林部又は農林振興センターの指示を受けること。 

 6 月～9 月に新しい皮

付丸太を放置すると、

松くい虫の繁殖源、感

染源となる。 

10月 

～11月 

通常の施業でよ

い。 

最大径 20cm 以上

のものは、1ｍ以

下に玉切って乾燥

しやすいように残

置すること。 

放置してもよい。 「マツ伐倒時期安全確

認調査」を実施した場

所においては、安全が

確認された時期、方法

に従って施業するこ

と。（調査方法は別紙  

のとおり） 12月 

～１月 

通常の施業でよ

い。 

1ｍ以下に玉切っ

て乾燥しやすいよ

うに残置するこ

と。 

左に同じ。 

ただし、最大径 3cm

以下のものは放置し

てもよい。 

2月 

～3月 

通常の施業でよ

い。 

剥皮、焼却、林外

搬出処分、薬剤散

布又は破砕するこ

と。 

左に同じ。 

ただし、最大径 3cm

以下のものは放置し

てもよい。 

その他 

の地域 

 通常の施業でよ

い。 

左に同じ。 左に同じ。  

 

４ その他 

（1）被害地域及び周辺地域の標高おおむね 500ｍ以上の林分であっても、マツノマダ

ラカミキリの生息している林分と近接している場合は、標高おおむね 500ｍ未満の

地域に準じる。 

（2）被害地域及び周辺地域においては、被圧木、衰弱木枯損枝、暴風雪その他の原因

による枯損木は、速やかに処理する。 

（3）被害地域及び周辺地域においては、隣接林分（おおむね 200ｍ以内）の連年施業

は避けること。 

（4）クロマツについても本指針に準じて施業する。 

（5）この指針により難い場合には、別添の「マツ伐倒時期安全確認調査方法書」によ

る調査結果によって施業すること。 



マツ伐倒時期安全確認調査方法書 
 

１ 目的 

アカマツの伐木残材や枯損木が松くい虫被害の感染源となっていることから、「松くい虫対策

としてのアカマツ伐採施業指針」に基づいて施業の指導を進めるとともに、地域の立地環境によ

り、伐採時期、施業方法を弾力的に運用するため、本調査を実施する。 

なお、この調査の結果は、当面、調査場所にのみ適用するものとする。 
 
２ 調査方法 

(1) 10 月～翌年 5月までの各月の 20 日に供試木 2本を伐倒し、各々1.0、0.5、0.3ｍに玉切り、

林内に放置する。 

(2) 翌年 10 月に各供試丸太に対するマツノマダラカミキリの寄生状況を調査する。 

(3) 供試木の玉切り方法は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

  ∧  ∧    ∧ ∧  ∧    ∧ ∧  ∧    ∧ ∧  ∧ 

0.3 0.5   1.0    0.3  0.5    1.0     0.3  0.5     1.0    0.3  0.5     1.0 
 

時 期 別 伐 倒 木 調 査 と り ま と め 表 
 

 現地機関名 
 

 

 
 

 

担 当 者 名        
 

 

 
 

 

 林 

 況 

 ・ 

 地 

 況 
 

 

所 在 地     
 

 

 
 

 

事業区、林小班 
 

 

 
 

 

 樹  種 
 

 

 
 

 

林  齢 
 

 

      年 
 

 

平均胸高直径        
 

 

          ｃｍ 
 

 

 平均樹高 
 

 

   ｍ 
 

 

 方  位 
 

 

 
 

 

標  高 
 

 

      ｍ 
 

 

備    考        
 

 

 
 

 

調          査          結          果 
 

 

 
伐     倒 

 

年  月  日 
 

 

 
供試木の 

 

胸高直径 
 

1.0ｍ 材 0.5ｍ 材 0.3ｍ 材 

 

供試 

本数 

 マツノマダラカミキリ 

 寄生密度本数 
 

供試 

本数 

 マツノマダラカミキリ 

 寄生密度本数 
 

供試 

本数 

 マツノマダラカミキリ 

 寄生密度本数 

 

0 
 

＋ 

 

 

++ 

 

 

+++ 
 

0 
 

＋ 
 

++ 
 

+++ 
 

0 
 

＋ 
 

++ 
 

+++ 

 
 年  月  日 

 

 №1 

 №2 

  計 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 年  月  日 

 

 №1 

 №2 

  計 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  年  月  日 

 

 №1 

 №2 

  計 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ０ 寄生なし                                      注)  １ 判定は「マツノマダラカミキリ判定の手引」を利用。 

 ＋  １ 匹 

 ++ ２～５匹 

 +++ ６匹以上 

供試丸太１本当たり                 ２ カラフトとマダラは判別不能なので、区別しなくてもよい。 

の幼虫、あるいは材               （林業技術センターで飼育して判定する） 

入孔数                                ３ 寄生密度の判定は、概略で良い。（全面剥皮の必要はない） 
  

 

 

 



 

田野畑村

岩泉町

山田町

宮古市

大槌町

釜石市

住田町

陸前高田市

大船渡市

一戸町

九戸村

軽米町

二戸市

野田村

普代村

洋野町

久慈市

滝沢市

紫波町

岩手町

葛巻町

雫石町

八幡平市

矢巾町

盛岡市

平泉町

金ケ崎町

西和賀町
遠野市

一関市

奥州市

北上市

花巻市

　被害地域

　その他の地域

凡　　例

松くい虫被害対策としてのアカマツ伐採施業指針附属図
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令和８年４月１日 

 
松くい虫被害木等の利用駆除ガイドライン 

－岩手県農林水産部森林整備課－ 

 
１ ガイドラインの目的 

このガイドラインは、松くい虫被害地域において、松くい虫駆除を目的として、松くい虫の被害木

（松くい虫の被害が発生している松林を伐採する場合は、健全木を含む。以下「被害木等」とい

う。）を、岩手県松くい虫被害木破砕等処理工場（以下「処理工場」という。）において、チップ、合

板用単板及び製材に利用する場合のルールを定めたものです。 

なお、松くい虫被害地域におけるアカマツの伐採時期及び処理方法等については、「松くい虫対策と

してのアカマツ伐採施業指針」（平成 21 年 4 月 16 日森整第 65 号。以下「伐採施業指針」という。）で

定めていますので、遵守してください。 

 

２ アカマツ伐採施業指針と本ガイドラインとの関係性 

 

 

 

 

 

※松くい虫被害地域とは 

松くい虫被害が継続して発生している地域

（市町村）で、被害の発生状況、松くい虫の生

息状況から、県が以下のとおり指定している

地域です。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分  アカマツ伐採施業指針 本ガイドライン 

適用地域 県内一円 松くい虫被害地域※ 

対象木 健全木 被害木等 

【松くい虫被害地域】 

盛岡市、大船渡市、花巻市、北上市、 

遠野市、一関市、陸前高田市、奥州市、

滝沢市、紫波町、矢巾町、金ケ崎町、 

平泉町、住田町、一戸町 

(伐 採 施 業 指 針 ２ の 被 害 地 域 に 掲 げ る 市 町 ）  

図１ 松くい虫被害地域図   
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３ 被害木等の取扱いと利用駆除 

 

岩手県では、松くい虫被害の拡大を防止するため、森林病害虫等防除法に基づき毎年度、県が告示

し、この告示に定める区域（松くい虫被害地域）に存する松くい虫が付着している伐採木は、松くい

虫を駆除した後でなければ移動させることができないものとなっています。 
ただし、松くい虫を駆除する目的で区域内を（未被害地域を経由せずに）移動する場合は、この限

りでないとしています。 
  このガイドラインでは、１に掲げる被害木等を、処理工場において、４に掲げるルールに基づき、

チップ、合板用単板及び製材（６に定義するものに限る。以下同じ）に加工するために行う破砕、切

削、熱処理及び焼却する処理（６に定義するものに限る。以下「利用駆除」という。）を、松くい虫

の駆除として位置付けています。 

 

４ チップ、合板用単板及び製材に被害木等を利用駆除する場合のルール 

 

被害木等の利用駆除を目的として伐採及び販売する者（以下「利用駆除者」という。）と処理工場は、

以下の（１）～（６）に示す手順で利用駆除を行うものとする。 

 

（１） 処理工場との事前の調整 

 
 利用駆除者は、処理工場と事前調整を十分に行う。 

 
 被害木等については、松くい虫が羽化脱出する６月 20 日までに処理工場で確実に破砕、切削、熱

処理及び焼却する必要があります。 
計画的に処理が進むよう、利用駆除者は処理工場と事前の調整を十分に行ってください。 

  処理工場は県のホームページで公表しています。 

 

（２） 被害木等の伐採 

 

利用駆除者は、被害木等の伐採を 10 月から 5 月までに行う。 

 
松くい虫の活動時期は 7月から 9 月です。 

松くい虫は、伐採されたアカマツや枯れかかったアカマツの香りに集まり、産卵しようとすること

から、被害木等の伐採は松くい虫の活動時期を避け、10 月から 5 月までに行ってください。 

 

 

（３） 被害木等であることの通知 

 

利用駆除者は、処理工場に対し被害木等であることを通知する。 

 

利用駆除者は、処理工場に対し、「松くい虫被害木等の処理期限に関する通知書」（様式１）により、

松くい虫が羽化脱出する６月 20 日までに破砕、切削、熱処理及び焼却の処理を確実に終えるよう通

知してください。 
利用駆除者は、通知書のコピーを、処理工場が所在する広域振興局林務担当部又は農林振興センタ

ー林務担当課にも提出してください。（FAX 可） 

    利用駆除者は、通知書とは別に、被害木等を運搬する者に対し、被害木等であることを処理工場に

伝えるよう徹底してください。  
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 （４） 被害木等の分別管理と明示 

 

処理工場は、被害木等を明示する。 

 
処理工場は、被害木等が６月 20 日までに確実に処理されるよう分別管理し、被害木等と分かるよ

う、スプレーや看板等により明示してください。 
 

（５） 被害木等の処理 

 

処理工場は、被害木等の処理を６月 20日までに完了する。 

 

処理工場は、利用する被害木等が新たな感染源にならないよう、松くい虫が羽化脱出する６月 20

日までに破砕や切削、熱処理及び焼却の処理を完了してください。 

 
 （６） 処理完了の報告 

 

   処理工場は、被害木等の処理が完了したことを県に報告する。 
 
   処理工場は被害木等の処理完了後すみやかに「松くい虫被害木等の処理完了に関する報告書」（様

式２）を管轄する広域振興局林務担当部又は農林振興センター林務担当課あてに提出してください。

（FAX 可） 
   広域振興局林務担当部又は農林振興センター林務担当課では、提出された報告書の内容について、

巡視の機会などに確認するとともに、報告書を２年間保管してください。 
 

５ チップ、合板用単板及び製材に利用する被害木の品質 
   

バイオマス発電用チップの場合、針葉が全て（ほとんど）脱落した状態でも、細枝が残った状態まで

は利用が可能で、それよりも時間が経過し、細枝も脱落して太枝のみが残った状態になると発熱量が少

なくなります。 
合板用単板、製材の場合、針葉の色が薄緑～黄緑色の状態など、なるべく生木に近い状態が利用に適

しています。 
ただし、これらはあくまで品質の目安ですので、実際に利用する場合は、伐採前に処理工場が取扱う

品質について確認してください。  

図 通知フロー 

被害木等
伐採する者
・森林所有者
・素材生産業者

利用駆除者

販売する者
・森林所有者
・素材生産業者

利用駆除者

10月から５月までに伐採すること

被害木等の処理期限に関する通知書
（様式１）

運搬する者に、
被害木等である
旨を口頭通知

運搬する者
・各トラック

処理工場に、
被害木等である
旨を口頭通知

・チップ工場
・合板工場
・製材工場

処理工場

６月20日まで
に処理を完了

処理工場が所在する広域振興局林
務担当部、農林振興センター林務
担当課

巡視の際に
完了を確認

被害木等の処理完了
に関する報告書
（様式２）
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【参考イメージ】 

   

針葉の色が薄緑～黄緑色の状態 針葉が全て（ほとんど）脱落した状

態で、細枝は残った状態 
針葉は全て脱落し、細枝も脱落して

太枝のみが残った状態 

  
 不適 

 
不適 不適 

 
６ 本ガイドラインで扱う用語の定義 

本ガイドラインにおいて、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおり

とします。 
用語 定義 

松くい虫 
線虫類を運ぶカミキリムシ類をいう。カミキリムシ類にはマツノマダラカミキリのほか、カラフ
トヒゲナガカミキリ等も含む。 

松くい虫被害 マツノザイセンチュウという線虫が松を枯死させる被害をいう。 

被害地域 
松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針（平成 21 年４月 16 日森整第 65 号）に定める被害
地域をいう。 

松くい虫駆除 松くい虫を物理的または薬剤で死滅させることをいう。 

被害木 
松くい虫により枯死した松、松くい虫により変容が生じたと見込まれる松及び松くい虫潜在被害
木をいう。 

健全木 被害木以外の松をいう。 

破砕 木材チッパーを使用して木片の厚さを 15 ミリメートル以下に破砕することをいう。 

切削 ロータリーレースを使用して単板の厚さを 6 ミリメートル以下に加工することをいう。 

熱処理 
被害木等から加工した直後の板材及び角材を、人工乾燥機の炉内温度 70℃以上で、17 時間以上
加熱処理することをいう。 

焼却 丸太の加工で生じた端材等を、焼却炉または木屑焚きボイラーに投入して燃焼することをいう。 

チップ 厚さが 15 ミリメートル以下となるよう破砕された木片をいう。 

合板用単板 厚さが 6 ミリメートル以下となるように切削された単板をいう。 

製材 

製材機を使用して、丸太から加工した直後の板材・角材を、人工乾燥機を使用して、熱処理され
た製材品（※）をいう。（加工で生じた端材等は全て破砕または焼却すること。） 
なお、上記の熱処理基準を満たさない製材品及び人工乾燥を行わない製材品は含まないもの。 
※ 「製材の日本農林規格（平成 19 年 8 月 29 日農林水産省告示第 1083 号」第２条に定義づけ
られる製材品及び「集成材の日本農林規格（平成 19 年 9 月 25 日農林水産省告示第 1152 号」第
２条に定義づけられるラミナに加工された木材。 

 
 
 

バイオマス発電用チップ 

合板用単板、製材 

 適 

 適 
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松くい虫被害木等の処理期限に関する通知書 

 
  年  月  日 

 
（処理工場）        様 

 
利用駆除者 
住所 
名称             

（℡   －   －   ） 
 
 

今回、利用駆除する松材には、松くい虫被害木が含まれていますので、下記の処理期限までに破砕、切

削、熱処理及び焼却のいずれかの処理を行ってください。 
 

記 
 
１ 被害木等の伐採場所、伐採時期及び伐採量 
 (1) 伐採場所 

        市町村      地内 

 (2) 伐採時期 

        年  月  日 ～  年  月  日  

 (3) 納入予定期間 

        年  月  日 ～  年  月  日  

 (4) 納入量 

         トン ・ ㎥ ※いずれかの単位で記載 

 (5) 運搬者 

                        

 ※(1)～(5)については、既存の様式を添付する場合、記入を省略することができる。 

 

２ 被害木等の処理期限 

      年 6月 20 日（松くい虫の羽化脱出前） 

 

３ 留意事項 

上記の処理期限までに破砕、切削、熱処理及び焼却の処理を行わないと、松くい虫が羽化脱出し、周

辺に新たな松くい虫被害を発生させることから、処理期限を遵守してください。 

 

 

 

（様式１） 
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（様式２） 
 

松くい虫被害木等の処理完了に関する報告書 
 

  年  月  日 
 
 広域振興局林務担当部又は農林振興センター林務担当課 あて 

 
                             処理工場  

住所 
名称             

 
 

下記のとおり松くい虫被害木等について、処理を完了したので報告します。 
 

記 
 
１ 被害木等の処理完了年月日 
  

  年   月   日 

 
 
２ 被害木等の伐採場所等 
             市町村      地内 
   
 
３ 利用駆除量 
         トン ・ ㎥ ※いずれかの単位で記載 
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広域振興局林務担当部又は農林振興センター林務担当課一覧 

 

窓 口 

電話番号 

(FAX番号) 
住 所 

盛岡広域振興局林務部     
林業振興課 

019-629-6613 

(019-629-6624) 

〒020-0023  

盛岡市内丸11-1 

 

県南広域振興局林務部     
林業振興課 

0197-22-2871 

(0197-22-6194) 

〒023-0053  

奥州市水沢大手町1-2 

 

県南広域振興局農政部  
花巻農林振興センター       
林業振興課 

0198-22-4932 

(0198-22-6714) 

〒025-0075  

花巻市花城町1-41 

 

県南広域振興局農政部      
遠野農林振興センター林務課 

0198-62-9933 

(0198-62-9899) 

〒028-0525  

遠野市六日町1-22 

 

県南広域振興局農政部  
一関農林振興センター      
林業振興課 

0191-26-1893 

(0191-26-1875) 

〒021-8503  

一関市竹山町7-5 

 

沿岸広域振興局農林部     
農林調整課 

0193-25-2704 

(0193-27-2843) 

〒026-0043  

釜石市新町6-50 

 

沿岸広域振興局農林部  
宮古農林振興センター林務室   
林業振興課 

0193-64-2215 

(0193-64-4594) 

〒027-0072  

宮古市五月町1-20 

 

沿岸広域振興局農林部  
宮古農林振興センター林務室  
岩泉林務出張所 

0194-22-3113 

(0194-22-5173) 

〒027-0501  

岩泉町岩泉字松橋 24-3 

 

沿岸広域振興局農林部  
大船渡農林振興センター     
林業振興課 

0192-27-9925 

(0192-27-8543) 

〒022-8502  

大船渡市猪川町字前田6-1 

 

県北広域振興局林務部     
林業振興課 

0194-53-4984 

(0194-53-2304) 

〒028-8042  

久慈市八日町1-1 

 

県北広域振興局農政部  
二戸農林振興センター林務室 
林業振興課 

0195-23-9204 

(0195-25-5652) 

〒028-6103  

二戸市石切所字荷渡 6-3 

 

 
  



















別紙

○現地案内の開催日時等については、下記の通りです。

〇事前に現地案内の申込があった物件のみ実施しますので、岩手南部森林管理署経営担当までご連絡ください。

【〆令和８年６月３日（水）１７：００まで】

○現地案内及び各物件に関する問い合わせ先

林野庁　東北森林管理局

岩手南部森林管理署

業務グループ　経営担当

岩手県奥州市水沢東上野町12－17

TEL：0197-24-2131

FAX：0197-25-6942

9時30分～ 岩手南部森林管理署

森林事務所 事務所及び連絡先

令和８年
６月５日（金）

住所：岩手県一関市千厩町千厩字北の沢179-1
TEL：0191-53-2127

本物件は、再公告物件であり現地案内を省略します。
もしも、現地案内を希望される方は、最寄りの森林事務所へご連絡くだ

さい。
横岳前山国有林１１９に１林小班外

現　地　案　内　書

現地案内の開催日時 集合場所 林小班 物件番号 備考

金ヶ崎管内外玉ノ木沢国有林12い1林小班外

土橋・愛宕合同森林事務所
（金ケ崎・愛宕、土橋担当区）

住所：岩手県奥州市胆沢若柳字愛宕５６８-３
TEL：0197-４１-８００８

７号、９号、１０号 千厩管内

千厩森林事務所
（千厩担当区）

４号～６号 愛宕管内

２号、３号

千厩管内
令和８年
６月４日（木）

9時30分～
デイリーヤマザキ大東猿沢店

住所：岩手県一関市大東猿沢板倉
53-3

猿沢官行造林地２い林小班外 1号、８号



岩手南部森林管理署

物件所在地 契約関係 伐採方法 面積(ha) 林 齢 樹  種 本数(本) スギ アカマツ その他N L 合計

（一般材） （一般材）

4,833.44

1,658.68

5,291.66

1,458.14

315.27

1,264.46

4,936.43

4,560.56

769.91

852.18

合計 63.90 82,258 25,940.73

※物件番号の括弧書きは再出品物件である。

36ヶ月

48

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

3

皆伐分収造林

（7）
衣井沢山国有林

205か林小班外1
分収造林 皆伐

横岳前山国有林
119に2林小班

（5）

分収造林
横岳前山国有林
119に1林小班

（4） 491.85 1,340.66

326.66

スギ外

皆伐分収造林
南前川山国有林
67ち林小班外1

66.904,898.10

187.5039.6575.231,356.30

12,881スギ外

2
玉ノ木沢国有林

12い1林小班外1
国有林 皆伐

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

公　売  物  件  一  覧  表　（　立　木　）

入札
番号

幹材積(m3)

延納
搬出
期間

1
猿沢官行造林地
2い林小班外２

官行造林 36ヶ月12.14 65～66 アカマツ外 18,708 671.31 1,135.41 2,655.90 370.82

114.66 2.82

228.58

（9）
衣井沢山国有林
205う1林小班

分収造林 皆伐

7.88 78.81

733.14 78.17 453.15

3,843.30 458.96 51.81 206.49分収造林 皆伐

6.22 50

11.88 56～58

36ヶ月

36ヶ月

36ヶ月

皆伐

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

36ヶ月

36ヶ月

36ヶ月

4.57 48 スギ外 7,359

4.02 56～72 スギ外 4,600

7.42

皆伐

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

スギ外 2,928

0.70 57 2,349

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

（6）
横岳前山国有林
119に3林小班

分収造林 皆伐

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

8
衣井沢山国有林
205よ林小班

8.54 55 スギ外 11,426

アカマツ外 4,306

スギ外 12097 3,669.87 663.81 101.16 501.59

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

36.62 439.19 39.81 254.29

36ヶ月

売払代金が150万円
以上となるときは官
收分のみ6ヶ月以内で
認めます。

36ヶ月

（10）
衣井沢山国有林

205む1林小班外1
分収造林 皆伐 6.56 48～49 アカマツ外 5,604 199.69 192.20 210.95 249.34



物件番号 林小班 契約関係 比率(％) 物件番号 林小班 契約関係 比率(％) 物件番号 林小班 契約関係 比率(％)

1号 2い外2 官行造林 5.00

2号 12い外1 国有林 10.00

3号 67ち外1 分収造林 3.00

4号 119に1 分収造林 2.00

5号 119に2 分収造林 3.00

6号 119に3 分収造林 2.00

7号 205か外1 分収造林 2.00

8号 205よ 分収造林 2.00

9号 205う1 分収造林 1.50

10号 205む1外1 分収造林 1.50

※　当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。

インボイス交付対象比率

※　契約関係が、分収造林、分収育林、官行造林となっている分収林の分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載
する仕入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額（税率10％）とは一致しない場合があります。


